
高知新聞への公開質問状（第２） 

                 平成２０年５月５日 

                     東洋町長 澤山保太郎 

高知新聞への最初の公開質問状の回答がまだ届かないうちに又だい 2 の質問状を送ること

になった。以下の２つのことについて誠意を持ってお答え願いたい。 

【一】署名簿の縦覧についての記事（５月３日、５月４日付） 

東洋町議員解職請求（リコール）についての最近の記事では、何か町長が署名簿の

縦覧について妨害でもしているような内容になっている。 

１、５月５日付朝刊の記事は「町選管が休日に町選管事務局職員に仕事をさせるなら町長

の了解を得るべきだ」としたため、縦覧の手続きが行われていなかった、という。 

しかし、休日出勤の手続きは付帯的な問題であって、署名簿の縦覧が為されなかった理

由はもっと重大な理由があり、その事を高知新聞記者２人の説明してあった。 

それは、縦覧期間の期日設定については、すでに４月１８日付の選管の告示で５月８日

から５月１４日までとされていた。その告示は町内７ヶ所に掲示されていて５月３日の

段階でも確認され写真まで撮られている。確かにその５月３日の時点で５月２日付の別

の告示があり、それによると５月３日から５月９日までの１週間縦覧させると記載され

ていた。 

ようするに、５月３日の終日は、今から２週間前に告示され設定された縦覧期間（５月

８日から１週間）ともう一つ新たに告示された縦覧期間（５月３日から１週間）の２様

の掲示が同時になされていたのである。町長や他の職員は当然５月８日の告示を承知し

ていた。５月３日の正午頃役場前の掲示板を見て初めて新たな告示を発見し、２つの告

示文の存在を見たのである。 

２、確かに、町職員２人が５月３日の朝８時過ぎ選管事務所に入っていた。それで期日変

更について何も知らない町長は職員に対して休日に出勤する必要はないといって帰した。 

その帰りしな、１人の職員に、ところで何をしに来ていたのかと聞くと、署名簿の縦覧

の準備をしに来ていた、ということだった。その日から縦覧期間が始まるという話はな

かった。しかしそれなら、縦覧の告示には５月８日ということであったから５月７日の

平日に準備できることであるから、ということで職員を帰したのである。署名簿の縦覧

というのは、何の準備も要らず、事務所を開けて原本を机の上に置くだけで後は縦覧希

望者に対応するだけである。１週間も前から休日出勤までして準備する必要はない。 

こっちは期日が変更されたという話は一切聞いていないのである。いずれにしても２つ

の期日の違う告示は、一体どっちが正しい縦覧期間か判断が出来ない状況にあったのだ。 

３、そこで５月３日の午後山岡選管委員長に再三電話をかけてもらい役場に来て説明を求

めた。やっと山岡委員長が役場に来たので、２つの告示文があり縦覧期日が相違してい

る。どっちの期間が正しいのか、尋ねたところ、検討してくるといって役場を去ってい

ったがその日は遂に返事がなかった。 



翌日昼ぐらいに山岡委員長から電話があった。「高知新聞にも５月３日からと書かれてい

るので縦覧は５月３日からにしたい」という。それで町長はそれであれば委員長自らが

役場に来て選管事務所を開けてください。職員の手配はすぐにします。と答えた。 

５月４日の１時半頃山岡委員長がやってきたので、もう一度町長が山岡委員長に尋ねた。

縦覧期間について２つの違った期日が公表されていますが、どっちが正しいのか、いつ

から縦覧させますか、と質問すると委員長は５月３日からの方にします、と答えた。 

こうして、選管委員長による縦覧期間の決定は５月４日の午後１時半頃であった。 

そうして山岡委員長は事務所を開けて縦覧を開始したのである。そしてそれと同時に山

岡委員長が口頭で要請したので、町長は職員配置の手続きを済ませた。 

高知新聞は、掲示板の２つの告示文のことも話してやったのだから、町長が職員配置の

手続きを理由として縦覧を遅らせたのではないということをはっきり認識することが出

来たはずである。 

４、本来なら既に公表されていた縦覧期間については 

①選管が正規の会でこれの期日変更の決定をしなければならない。 

②変更決定をしたなら、古い告示は掲示板から撤去しなければならない。 

③裁判でも何でも行政や司法が同じ行事について２つの期間設定をした場合、その期

間設定は無効であり、公衆や関係者の権利を侵害することになる。 

少なくとも公のものは、以上の観念を持つ必要があろう。 

町内６ヶ所の掲示板は５月４日の朝には何者かによって古い告示文がはぎ取られていた。

しかし、告示文を勝手にはがすという「犯人」は気がつかないのだろう、今でも、役場

の前の掲示板には２つの告示文が張られたままである。 

 

【二】リコール無効の記事（５月３日付）について 

５月２日東洋町選挙管理委員会が、田島毅三夫町議の解職請求で提出していた１１２５名

分の署名簿を全て無効と判断したことは、新聞記事の通りである。 

しかし、高知新聞は、その無効の理由として選管は最高裁の判例を覆すことは出来ない、

とか農業委員が請求代表者に入っていたからだとか、いうことを詳しく報じていたが、し

かし、それらの話は、ほとんど全て選管委員長等の談話であって、無効を決定した議案や

選管の関係資料には何もそんなことを窺わせる記載は存在しない。 

高知新聞は、関係者の談話やうわさを元にしてこのような重大な行政機関の決定事項を報

じるのか、何か確たる文書や資料に基づいて記事にするのではないのか、この点を私は聞

きたい。私は５月２日、高知新聞室戸支局長海路、同社地域報道部副部長森両名に、町選

管が発行した正規の無効処分決定の文書「議案第７号 高知県安芸郡東洋町議会議員田島

毅三夫解職請求者署名簿の署名の効力に関する議案」を手渡した。その文書を写真に撮り

たいというので、私が提供したのである。公の決定については公文書に基づいて記事にし、

それについて論評すべきであろう。その議案第７号には１１２４名が全て無効という記載



以外には無効の根拠を示す法令違反については何も書いていない。農業委員がどうのとか

最高裁がどうのとかという話を窺がえる記載もされていない。 

そこに示されている法令はただ、選挙人名簿に照らして署名簿の効力を審査するというも

のであり（地方自治法第７４条の２の１）、その結果全部無効という話だけである。 

この地自法７４条については選管委員長は引用する法令を間違った、職員にこれは違うの

ではないかと質したが職員はこれでいいといった、という。たった２９２５人程度の有権

者で１１００人以上のものが選挙人名簿に照らして不存在だということがあり得るはずは

ない。こんな不可思議な文書でもって下した処分を新聞社はまともに取り上げるのか。 

高知新聞は事件の核心である正規の公文書には一言も触れず、ただ、関係者の断片的な談

話や新聞社独自の勝手な推断だけで記事を書くのであろうか。報道記者として自らの胸を

たたいてみよ。 

 

最初の公開質問の答えも正式には返ってきていない。「地方自治法などによると農業委員が

入った直接請求代表者は法令に違反する」という趣旨の記事について、どの法令のどの条

項にそんなことが書いてあるのか聞いているが、未だにまともな答えが返ってこない。 

返ってくるはずはない。そんなことを書いた法条は何もないし、そういう拡大解釈が出来

るような規定はどこにもない。 

そして、今回の質問だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


